
指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第８８条第１項の規定に基

づく指定等の取扱いについて（抄） 

（平成１２年３月３１日） 

（保発第７２号・老発第４００号） 

（最終改正：平成２０年９月３０日保発第0319001号） 
 
注：平成20年9月30日付け保医発第0930007号により、「地方社会保険事務局長」とあるのは 

「地方厚生（支）局長」と、「地方社会保険事務局」とあるのは「地方厚生（支）局」 
と読み替えている。 

 

今般、介護保険法施行法(平成９年法律第１２４号)の施行等に伴い、健康保

険法（大正１１年法律第７０号。以下「健保法」という。）第４４条ノ４条第

１項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護等の事業を行う

事業所（以下「指定訪問看護ステーション」という。）の指定等の取扱いにつ

いては下記によることとしたので、その実施に遺憾のないよう関係者に対して

周知徹底を図られたい。 

なお、これに伴い、従前の「老人訪問看護事業を行う事業所に係る老人保健

法第４６条の５の２第１項及び指定訪問看護事業を行う事業所に係る健康保険

法第４４条ノ４第１項の指定の申請等について」（平成６年９月９日老健第２

７０号・保発第１０３号。以下「平成６年通知」という。）貴職あて通知は、

平成１２年３月３１日限り廃止する。 

 

記 

 

第一 健保法第８９条第１項の規定に基づく指定訪問看護ステーションに係る 

指定の申請等について 

１ 指定の申請について 

（１） 健保法第８９条第１項の規定に基づく指定訪問看護ステーションの 

指定の申請に際しては、健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第 

３６号。以下「施行規則」という。）第７４条の規定に従い、必要事 

項を記載した様式第１の申請書及び関係書類を当該申請に係る事業所 

の所在地を管轄する地方厚生（支）局長に提出するものとすること。 

（２） 施行規則第７４条の規定により指定申請書及び関係書類に記載すべ 

き事項の具体的内容及び留意点は次に示すとおりであるので、記入に 

際して十分指導され、適切な取扱いをされたいこと。 

① 健保法第８９条第４項第１号の規定に基づき制定された「指定訪 

問看護事業者の指定を受けることができる者」（平成４年２月厚生 



省告示第３２号。以下「告示第３２号」という。）により、申請者 

が厚生労働大臣の認定を要する者であるときは、別途通知する手続 

きにより指導されたいこと。 

② 施行規則第７４条第１号にいう名称については、指定訪問看護の 

事業を行う事業所であることを明確にする必要があることを踏まえ、 

利用者に誤解を与えるおそれのあるものや、病院、診療所、デイサ 

ービスセンター、在宅介護支援センター、ナースセンター（ナース 

バンク）又は看護師家政婦紹介（派出）所と紛らわしいものを使用 

することは適当ではないこと。 

③ 同条第３号にいう開始の予定年月日は、指定訪問看護の事業の業 

務開始予定年月日をいうものであること。 

④ 同条第４号は、申請者が医療法人、社会福祉法人等であるときは、 

定款又は寄附行為等の写しを、また、申請者が地方公共団体である 

ときは、条例の写しを提出させるものであること。 

⑤ 同条第５号及び第６号は、申請者が他に保健、医療又は福祉サー 

ビスの提供を行っている場合及び行おうとしている場合について、 

その確認を行うこととしたものであること。 

⑥ 同条第７号は、事業所の平面図及び設備、備品等の概要を提出さ 

せ、指定訪問看護ステーションとなる事業所の構造設備等の確認を 

行うこととしたものであること。 

⑦ 同条第８号の利用者の推計数は、当該指定訪問看護ステーション 

の１か月間の延べ予定利用者をいうものであること。 

⑧ 同条第９号については、以下の点に留意するものであること。 

イ 管理者については、「指定訪問看護の事業に係る人員及び運営 

に関する基準について」（平成１２年３月３１日保発第７０号・ 

老発第３９７号。以下「基準通知」という。）第三の２の（２） 

の規定に該当する者であることを、その経歴及び免許証の写しに 

より確認するものであること。 

ロ 看護師等については、基準通知第三の２の（１）の規定を満た 

していることを、その経歴及び免許証の写しにより確認するもの 

であること。特に、定数の算出に当たっては、同条第１１号に基 

づき提出される勤務体制及び勤務形態と照合し、確認することが 

必要であること。 

ハ 事務職員その他の職員については、その実数及び氏名を確認す 

るものであること。 

⑨ 同条第１０号は、運営規程により、当該指定訪問看護ステーショ 



ンの事業の運営について確認することとしたものであること。 

⑩ 同条第１１号にいう職員の勤務体制とは職員の組織図及び勤務時 

間割表を、勤務形態とは常勤、非常勤、兼務の別を示したものをい 

うものであること。 

⑪ 同条第１２号にいう事業計画とは、当該指定訪問看護ステーショ 

ンにおける１か月間の訪問回数等業務の内容の予定を記載したもの 

であること。 

⑫ 同条第１３号は、他の在宅サービスの提供主体との連携の内容に 

ついて確認することとしたものであること。 

⑬ 同条第１４号は、指定訪問看護ステーションごとに指定訪問看護 

の事業に係る資産の目録、当該年度の事業計画及び収支予算書を提 

出させることにより、当該事業を行うために必要な経理的基礎を有 

していることの確認を行うこととしたものであること。例えば、指 

定訪問看護の提供に係る損害賠償保険に加入する等事故が生じた場 

合に十分な賠償資力を有していることを要するものであること。 

（３） 健保法第８９条第４項の規定により、次の場合には指定をしてはな 

らないものであること。 

① 当該申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚 

生労働大臣が定める者(告示第３２号)でないとき。 

② 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成１２年厚 

生省令第８０号。以下「基準省令」という。）を満たさないと認め 

られるとき。 

③ 基準省令に従って適正な指定訪問看護等の事業の運営をすること 

ができないと認められるとき。 

④ 申請者が、健保法の規定により、指定訪問看護事業者に係る同法 

第８８条第１項の指定を取り消され、その取消しの日から５年を経 

過しない者であるとき。 

⑤ 申請者が、健保法その他国民の保健医療に関する法律で健康保険 

法施行令第３３条の３で定めるものの規定により罰金の刑に処せら 

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

であるとき。 

なお、前述のその他国民の保健医療に関する法律は、下記のとお 

りであること。 

・高齢者の医療の確保に関する法律 ・船員保険法 

・国家公務員共済組合法      ・医師法 

・国民健康保険法         ・歯科医師法 



・薬事法             ・保健師助産師看護師法 

・薬剤師法            ・医療法 

・地方公務員等共済組合法 

⑥ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 

行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑦ 前３号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適 

当と認められる者であるとき。 

（４） 指定訪問看護事業者から第三者へ指定訪問看護の事業の委託等を行 

うことは認められないものであること。 

２ 指定の通知、公示等について 

（１） 地方厚生（支）局長は、指定を行ったときは、速やかに指定通知書 

に指定訪問看護ステーションコードを付記し、これを申請者に交付す 

るほか、審査支払機関に通知すること。 

（２） 地方厚生（支）局長は、指定訪問看護ステーションに関し、指定台 

帳の作成を行い、その管理等を行うこと。 

（３） 地方厚生（支）局長は、指定、変更等の届出の受理若しくは指定の 

取消しを行った場合は、施行規則第７９条の規定により、速やかに次 

の事項を公示すること。 

イ 指定、変更等の届出の受理若しくは指定の取消しに係る年月日 

ロ 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事業所の所在地 

ハ 指定訪問看護ステーションの名称及び所在地 

（４） 指定訪問看護事業者は、施行規則第７５条の規定により、指定訪問 

看護ステーションの見やすい場所に、指定訪問看護ステーションであ 

る旨を掲示しなければならないこと。 

３ 変更の届出について 

（１） 施行規則第７７条の規定により、指定訪問看護事業者が指定訪問看 

護の事業に関する変更について１０日以内に地方厚生（支）局長に届 

出をしなければならない事項は次のとおりであること。 

① 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその 

代表者の氏名及び住所 

② 指定訪問看護事業者の定款、寄附行為又は条例等 

③ 指定訪問看護事業者が現に他の指定訪問看護ステーション、病院、 

診療所又は介護老人保健施設の開設者である場合における当該施設 

等の概要 

④ 当該指定訪問看護ステーションの管理者その他の職員の氏名及び 

経歴（看護師等にあっては、免許証の写しを添付すること。）並び 



に管理者の住所 

⑤ 運営規程 

（２） 変更届出書に記載すべき事項については、変更の内容が明確に把握 

できることとなるよう記入に際して十分指導されたいこと。また、必 

要に応じて変更内容の関係書類を提出させる等確認に慎重を期された 

いこと。また、（１）の①に規定する事項のうち、単なる名称の変更 

でなく、指定訪問看護事業者が変更される場合は新たな指定が必要と 

なるので留意すること。 

（３） なお、変更の内容が基準省令を満たすことができないと認められる 

場合には、地方厚生（支）局長又は都道府県知事は健保法第９１条又 

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下 

「高齢者医療確保法」という。）第８０条の規定による指導を行うと 

ともに、地方厚生（支）局長は健保法第９５条の規定により指定を取 

り消すことができるものであること。 

４ 休廃止等の届出について 

（１） 施行規則第７８条の規定により、指定訪問看護事業者が指定訪問看 

護の事業の廃止、休止又は再開について１０日以内に地方厚生（支） 

局長に届出をしなければならない事項は次のとおりであること。 

① 廃止、休止又は再開した年月日 

② 廃止又は休止した場合にあっては、その理由 

③ 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護の提供を受 

けていた者に対する措置 

④ 休止した場合にあっては、休止の予定期間 

（２） 届出の内容が基準省令を満たすことができないと認められる場合に 

は、地方厚生（支）局長又は都道府県知事は健保法第９１条又は高齢 

者医療確保法第８０条の規定による指導を行うとともに、地方厚生（ 

支）局長は健保法第９５条の規定により指定を取り消すことができる 

ものであること。 

５ 事前審査の取扱いについて 

（１） 指定手続きを支障なく進めるために、予め指定申請者から計画段階 

での事前協議を受け付け、計画内容を十分聴取し、基準省令、基準通 

知等に適合するよう指導、助言を行われたいこと。 

（２） 事前審査の段階においては、指定申請者の適格性、事業計画等につ 

いて十分検討されたいこと。なお、指定の申請者が告示第３２号の第 

１４号に該当する者であるときは、指定の申請前に厚生労働大臣の認 

定を受けていることが必要であるので、事前に認定手続きを行うよう 



指導されたいこと。 

（３） 関係主管部局と必要な調整を図ること。 

（４） 設置所在地の市町村との連携が確保されるよう指定申請者を指導さ 

れたいこと。 

 

第二 健保法第８９条第２項の規定に基づき指定訪問看護事業者の指定があっ 

たものとみなされる場合の取扱いについて 

１ 指定があったものとみなされる場合について 

（１） 健保法第８９条第２項の規定により、介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）第４１条第１項の規定による指定居宅サービス事業者の指 

定を受けようとする者（訪問看護の事業を行う者に限る。以下「申請 

者」という。）が健保法第８９条第２項ただし書きに規定する別段の 

申出（以下「別段の申出」という。）を行わないときは、当該申請者 

は、指定居宅サービス事業者の指定を受けることにより、同時に健保 

法第８９条第１項の指定があったものとみなされるものであること。 

（２） 申請者から指定居宅サービス事業者の指定申請を受けたとき及び指 

定居宅サービス事業者の指定を行ったときは、都道府県知事はその旨 

を地方厚生（支）局長に通知するものとすること。 

（３） 都道府県知事が指定居宅サービス事業者の指定を行った場合におい 

て、健保法第８９条第２項の規定により指定訪問看護事業者の指定が 

あったものとみなされる場合にあっては、地方厚生（支）局長は、（２） 

の都道府県知事からの通知を受け、速やかに指定通知書に指定訪問看 

護ステーションコードを付記し、これを申請者に交付するほか、審査 

支払機関に通知すること。 

（４） 地方厚生（支）局長は、健保法第８９条第２項の規定により指定訪 

問看護事業者の指定があったものとみなされたものも含め、指定訪問 

看護ステーションに関する指定台帳を作成し、その管理等を行うこと 

とすること。 

２ 指定訪問看護事業者の別段の申出について 

（１） 健保法第８９条第２項ただし書の規定により、申請者が別段の申出 

を行った場合には、健保法第８９条第１項の指定訪問看護事業者の指 

定があったものとみなされないこととされているところであるが、そ 

の申出に際しては、施行規則第７６条の規定に従い、指定居宅サービ 

ス事業者の指定申請書の提出にあわせて、必要事項を記載した様式第 

２の申出書を当該申出に係る訪問看護を行う事業所の所在地を管轄す 

る地方厚生（支）局長に提出すること。 



（２） 施行規則第７６条の規定により申出書に記載すべき事項の具体的内 

容は次のとおりであること。 

① 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 

② 当該指定居宅サービス事業を行う事業所の名称及び主たる事業所 

の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

③ 指定訪問看護の事業を行わない旨 

（３） 申出書の提出を受けた場合には、地方厚生（支）局長は、記載事項 

を確認して受理するものとすること。また、申出の要件を満たしてい 

るものとして申出書を受理した場合にあっては、受理番号を決定し、 

提出者に対して副本に受理番号を付して通知するものとすること。な 

お、当該事務を実施するに当たっては、地方厚生（支）局及び都道府 

県介護保険主管部（局）の間で十分な連携をとりつつ行われたいこと。 

３ 変更等の届出について 

（１） 健保法及び介護保険法の各法に基づき、双方の指定訪問看護の指定 

を受けている事業者が、健保法第９３条又は介護保険法第７５条の規 

定により当該指定に関する変更等の届出を行う場合は、各法の規定に 

基づき、健保法上の指定訪問看護については地方厚生（支）局長に対 

して、介護保険法上の指定訪問看護については都道府県知事に対して、 

それぞれ別に行う必要があること。 

（２） 地方厚生（支）局長又は都道府県知事に対して事業者からの変更等 

の届出があった場合には、当該事業者が健保法及び介護保険法の両方 

の指定を受けている者であるか否かを確認し、両方の指定を受けてい 

る者である場合については、当該事業者に対し、改めて（１）につい 

て説明する必要があること。 

（３） 地方厚生（支）局長又は都道府県知事が、変更等に係る届出を受理 

するにあたっては、相互に連携し、同日付けで受理するよう努めるこ 

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（略） 

様式第２（略） 


